
  

一 

令和 3 年 8 月 6 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３６５６号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
の
補
助
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

平
成
九
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
辞
退 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
の
承
認
の
出
願 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

公 
 

告 

○ 

令
和
三
年
度
自
衛
官
候
補
生
並
び
に

び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す 

 
 

 

 
 

る
自
衛
官
の
募
集
期
間
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

公
共
測
量
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七 

○ 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 

八 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 

規

則 

 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
の
補
助
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
の
補
助
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
の
補
助
に
関
す
る

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

び
第
二
十
六
号
様
式
か
ら
第
二
十
九
号
様
式

ま
で
の

 

を
削

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号 

 

の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

本
則
の
表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の

十
六
万
六
千
九
百
五
十
円

十
七
万
千
六
百
五
十

円

七
万
二
千
九
百
九
十
円

七
万
三
千
九
十
円

に
改

同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状

態
の

八
万
三
千
四
百
八
十
円

八
万
五
千
七
百
八
十
円

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
告
示

公
示
の
日
か
ら
施
行

 

 
 

２ 

改
正
後
の
規
定

令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用

同
日

前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償

従
前
の
例

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号 

 

の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る

に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

指
定
介
護
機
関
の
廃

止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地 

指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称 

事
業
所
の
所

在
地 

の

種
類 

廃
止
年
月
日 

株
式
会
社
会
営

か
ず
さ
薬
局 

木
更
津
市
桜

井
九
八
六
の

一 

か
ず
さ
薬
局
請

西
店 

木
更
津
市
請

西
二
の
五
の

二
四 

居
宅
療
養
管

理
指
導 

令
和
三
年
三

月
三
十
一
日 

株
式
会
社
会
営 

木
更
津
市
桜 

か
ず
さ
薬
局
請 

木
更
津
市
請 

介
護
予
防
居 

〃 
 

 
 

 
 

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

3

年

8 

月

6

日 

定 
 

例 

 

印
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３６５６号 令和 3 年 8 月 6 日 (金曜日) 
 

 
 

 
 

 

か
ず
さ
薬
局 

井
九
八
六
の

一 

西
店 

西
二
の
五
の

二
四 

宅
療
養
管
理

指
導 

 

五
和
薬
品
有
限

会
社 

東
京
都
江
戸

川
区
中
葛
西

五
の
四
一
の

四 

西
野
薬
局 

鴨
川
市
横
渚

七
二
一 

居
宅
療
養
管

理
指
導 

〃 
五
和
薬
品
有
限

会
社 

東
京
都
江
戸

川
区
中
葛
西

五
の
四
一
の

四 
西
野
薬
局 

鴨
川
市
横
渚

七
二
一 

介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理

指
導 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号 

 

第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

指
定
介
護
機
関

の
辞
退
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地 

指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称 

事
業
所
の
所

在
地 

の

種
類 
辞
退
年
月
日 

株
式
会
社
木
下

の
介
護 

東
京
都
新
宿

区
西
新
宿
六

の
五
の
一 

市
川 

市
川
市
大
町

五
六
四 

特
定
施
設
入

居
者
生
活
介

護 

令
和
元
年
七

月
四
日 

株
式
会
社
木
下

の
介
護 

東
京
都
新
宿

区
西
新
宿
六

の
五
の
一 

市
川 

市
川
市
大
町

五
六
四 

介
護
予
防
特

定
施
設
入
居

者
生
活
介
護 

〃 

株

式

会

社

ベ 

ル
ケ
ア 

東
京
都
新
宿

区
西
新
宿
二

の
三
の
一 

こ
こ
ち
行
徳
ケ

ン 

市
川
市
入
船

八
の
一
五 

訪
問
介
護 

 

令
和
二
年
六

月
八
日 

株

式

会

社

ベ 

ル
ケ
ア 

東
京
都
新
宿

区
西
新
宿
二

の
三
の
一 

ム

ボ

ン

セ 

谷
津 

習
志
野
市
谷

津
四
の
四
の

三
〇 

特
定
施
設
入

居
者
生
活
介

護 

令
和
二
年
七

月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株

式

会

社

ベ 

ル
ケ
ア 

東
京
都
新
宿

区
西
新
宿
二

の
三
の
一 

ム

ボ

ン

セ 

谷
津 

習
志
野
市
谷

津
四
の
四
の

三
〇 

介
護
予
防
特

定
施
設
入
居

者
生
活
介
護 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号 

 

の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

例
に
よ
る
場
合
を
含

規
定

次
の
施
術
者
を
指
定
施
術
者
に
指
定

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

指

定

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

寺
田
達
彦 

フ
レ
ア
ス
在
宅

松
戸
北
施
術

所 

松
戸
市
大
金
平
三
の
一
三
四 

令
和
三
年
四
月
一
日 

櫻
井
隆
二 

國
手
塾
花
見
川
整
骨

院 

千
葉
市
花
見
川
区
柏
井
一
の
三

の
二
一 

〃 

古
谷
祥
子 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
君
津

 

君
津
市
法
木
作
一
の
五
の
四
〇 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号 

 

の
規
定

公
有
水
面

の
埋
立
て
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
承
認
の
出
願

 

 

そ
の
関
係
図
書

令
和
三
年
八
月
六
日
か
ら

び
千
葉
港
湾

事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 

一 

出
願
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

名
称 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局 

 
 

所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
二
番
地
一 

 
 

代
表
者
の
氏
名 
関
東
地
方
整
備
局
長 

土
井
弘
次 

 
 

代
表
者
の
住
所 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
二
番
地
一 



  

三 

令和 3 年 8 月 6 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３６５６号 

二 

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域 

 
１ 

埋
立
区
域 

 
 

 

 
 

 
 

位
置 

千
葉
市
中
央
区
中
央
港
二
丁
目
六
七
番
に
隣
接
す
る
無
番
地
先
の
公
有
水
面 

 
 

 
 

区
域 

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点
と

を
結
ぶ
昭
和
四
十
七
年
七
月
十
五
日
付
け
千
葉
県
指
令
第
二
百
七
十
九
号
の
十
八

ん
工
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の

Ａ
・
Ｐ
・
＋
二
・
○
○

に
よ
り

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域 

 
 

 
 

 
 

①
の
地
点 

か
ら
一
七
五
度
五
六
分
四

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

②
の
地
点 

①
の
地
点
か
ら
二
一
四
度
一
五
分
五
二
秒
七
・
三
九

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

③
の
地
点 

②
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
五
○
分
二
七
秒
二
二
・
三
六

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

④
の
地
点 

③
の
地
点
か
ら
三
○
四
度
二
六
分
○
六
秒
二
五
三
・
二
四

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

⑤
の
地
点 

④
の
地
点
か
ら
三
四
度
二
六
分
○
五
秒
二
七
・
五
五

の
地
点 

 
 

 
 

面
積 

 

 

２ 

埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域 

 
 

 
 

位
置 

千
葉
市
中
央
区
中
央
港
二
丁
目
六
七
番
に
隣
接
す
る

び
六
八
番
一

地
内
並
び
に
中
央
港
二
丁
目
六
七
番
に
隣
接
す
る
無
番
地
及
び
六
七
番
地
先
の
公
有
水
面 

 
 

 
 

区
域 

次
の
㋐
の
地
点
か
ら
㋕
の
地
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
㋐
の
地
点
と
㋕
の
地
点
と

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域 

 
 

 
 

 
 

㋐
の
地
点 

か
ら
一
七
四
度
二
○
分
○

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

㋑
の
地
点 

㋐
の
地
点
か
ら
一
二
四
度
二
六
分
○
六
秒
一
○
○
・
○
○

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

㋒
の
地
点 

㋑
の
地
点
か
ら
二
一
四
度
二
六
分
○
六
秒
一
三
八
・
○
○

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

㋓
の
地
点 

㋒
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
五
一
分
一
五
秒
二
三
八
・
七
三

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

㋔
の
地
点 

㋓
の
地
点
か
ら
三
○
四
度
二
六
分
○
六
秒
二
八
○
・
○
○

の
地
点 

 
 

 
 

 
 

㋕
の
地
点 

㋔
の
地
点
か
ら
三
四
度
二
六
分
○
六
秒
一
九
○
・
○
○

の
地
点 

 
 

 
 

面
積 

 

三 

埋
立
地
の
用
途 

 
 

ふ
頭
用
地 

四 

出
願
の
年
月
日 

 
 

令
和
三
年
七
月
十
九
日 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号 

 

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定

東
金
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の

び
保
全
の
方
針
を
変
更
し

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

監

査

委

員

告

示 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号 

 

の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

外
部
監
査
人
岡
村
俊
克

監
査
の
事
務
を
次
の
と
お
り
補
助

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

中 

島 
 

輝 

夫 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

瀧 

田 
 

敏 

幸 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

武 

田 
 

正 

光 
 

 

補
助
す
る
者
の
氏
名 

補

助

す

る

者

の

住

所 

補

助

で

き

る

期

間 

馬
場
正
威 

東
京
都
江
東
区
冬
木
一
五
番
一

九―

一
一
〇
二
号 

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

柏
﨑
あ
ゆ
み 

東
京
都
江
戸
川
区
東
小
岩
五
丁

目
三
六
番
六
号 

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

髙
田
尚
孝 

東
京
都
品
川
区
東
大
井
五
丁
目

一
番
一
〇―

二
〇
二
号 

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

山
本
周
弥 

東
京
都
墨
田
区
両
国
二
丁
目
一

〇
番
一
一―

九
〇
四
号 

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

         

 
（一） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（二） 

 

（三） 

 

（三） 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

２
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

３
年

８
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

小
 

堀
 

 
陽

 
史

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
１

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

３
年

１
１

月
１

７
日

（
水

曜
日

）
か

ら
２

６
日

（
金

曜
日

）
ま

で
（

土
曜

日
、

日
曜

日
及

び
祝

 

 
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

 



 
 

 

四 
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３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
１

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

１
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
１

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

１
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

３
５

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

３
年

９
月

２
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

１
０

月
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号

の
受

講
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

添
付

書
類

と
と

も
に

受
講

申
込

票
を

提
出

し
た

警
察

署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

３
年

１
０

月
１

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
２

２
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
１

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

及
び

履
歴

書
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
警

備
業

務
従

事
証

明
書

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

４
７

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

千
葉

県
収

入
証

紙
に

よ
り

、
受

講
申

込
書

提
出

時
に

納
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

３
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

３
年

８
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

小
 

堀
 

 
陽

 
史
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１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
３

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

３
年

１
０

月
２

７
日

（
水

曜
日

）
及

び
２

８
日

（
木

曜
日

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 
 

３
号

警
備

業
務

以
外

の
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
法

第
２

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
昭

和
５

８
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
７

条

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
修

了
証

明
書

（
以

下
「

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
 

（
１

）
最

近
５

年
間

に
３

号
警

備
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

者
 

（
２

）
警

備
員

等
の

検
定

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

１
７

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

０
号

。
以

下

「
検

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

４
条

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

法
第

２
３

条
第

４
項

の
合

格
証

明
書

（
以

下
「

合
格

証
明

書
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
３

）
検

定
規

則
第

４
条

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
明

書
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

３
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

（
４

）
検

定
規

則
附

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
る

廃
止

前
の

警
備

員
等

の
検

定
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

６
１

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
。

以
下

「
旧

検
定

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
１

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

旧
検

定
規

則
第

８
条

の
合

格
証

（
以

下
「

合
格

証
」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
 

（
５

）
旧

検
定

規
則

第
１

条
第

２
項

に
規

定
す

る
２

級
の

検
定

（
３

号
警

備
業

務
に

係
る

も
の

に
限

 

 
 

る
。

）
に

係
る

合
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
る

警
備

員
で

あ
っ

て
、

当
該

合
格

証
の

交
付

を
受

け
た

後
、

継
続

し
て

１
年

以
上

３
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

る
も

の
 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

３
５

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

 

 

 
 

 
付

け
の

受
講

申
込

票
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
最

寄
り

の
警

察
署

（
千

葉
県

以
外

に
住

所
を

有
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

３
年

９
月

６
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

０
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

講
習

規
則

別
記

様
式

第
１

号
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

３
年

９
月

２
７

日
（

月
曜

日
）

か
ら

１
０

月
１

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

（
ア

）
４

（
１

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
３

号
警

備
業

務
に

従
事

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
す

る
警

備
業

者
の

作
成

に
係

る
書

面
（

以
下

「
警

備
業

務
従

事
証

明
書

」
と

い
う

。
）

、
履

歴
書

及
び

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

の
写

し
 

 
 

（
イ

）
４

（
２

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
ウ

）
４

（
３

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

明
書

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
エ

）
４

（
４

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

 
 

（
オ

）
４

（
５

）
に

該
当

す
る

者
 

 
 

 
 

 
合

格
証

の
写

し
、

警
備

業
務

従
事

証
明

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

１
４

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

千
葉

県
収

入
証

紙
に

よ
り

、
受

講
申

込
書

提
出

時
に

納
入

す
る

こ
と

。
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公

告 

 
 

 

令
和
三
年
度
自
衛
官
候
補
生
並
び
に

び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す
る
自

衛
官
の
募
集
期
間
等 

 

び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
三
年
度
自
衛
官
候
補
生
並
び
に

び
二
等
空
士

と
し
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
募
集
期
間
等

次

 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 
 

 

１ 

自
衛
官
候
補
生 

募 

集 

種 

目 

募 

集 

期 

間 

試 

験 

期 

日 

試 
 

験 
 

場 

自

衛

官

候

補

生

四
年
三
月
又
は
四

 

令
和
三
年
九
月
十ま

で 

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

は
二
十
三

 

陸
上
自
衛
隊
木
更
津
駐

屯
地 

木
更
津
市
吾
妻

地
先 

令
和
三
年
九
月
二
十
五
日

は
二
十
六

 

陸
上
自
衛
隊
下
志
津
駐

屯
地 

千
葉
市
若
葉
区

若
松
町
九
〇
二
番
地 

は

 

海
上
自
衛
隊
下
総
航
空

基
地 

柏
市
藤
ケ
谷

 

自

衛

官

候

補

生 

令
和
三
年
九
月
十ま 

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日

は
二
十
三 

陸
上
自
衛
隊
木
更
津
駐

屯
地 

木
更
津
市
吾
妻 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

 千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

４
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

）
第

４
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
機

械
警

備
業

務
管

理
者

講
習

を
次

の
と

お
り

実
施

す
る

。
 

 
 

令
和

３
年

８
月

６
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

小
 

堀
 

 
陽

 
史

 
 

 

１
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

３
年

１
０

月
４

日
（

月
曜

日
）

か
ら

７
日

（
木

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

２
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

３
 

受
講

定
員

 

 
 

３
５

人
 

４
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

５
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

３
年

８
月

１
６

日
（

月
曜

日
）

か
ら

２
０

日
（

金
曜

日
）

ま
で

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号
 

 

 
 

 
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
 

 
 

 
 

令
和

３
年

９
月

６
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

０
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

３
９

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

千
葉

県
収

入
証

紙
に

よ
り

、
受

講
申

込
書

提
出

時
に

納
入

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

６
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０
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四
年
三
月
又
は
四

 

で 
 

地
先 

令
和
三
年
九
月
二
十
六
日

 

陸
上
自
衛
隊
下
志
津
駐

屯
地 

千
葉
市
若
葉
区

若
松
町
九
〇
二
番
地 

 

海
上
自
衛
隊
下
総
航
空

基
地 

柏
市
藤
ケ
谷

 

 

２ 

び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す
る
自
衛
官 

募 

集 

種 

目 

募 
集 

期 

間 

試 

験 

期 

日 

試 
 

験 
 

場 

一

般

曹

候

補

生

又
は

 

令
和
三
年
九
月
六ま

で 

令
和
三
年
九
月
十
七
日

 

陸
上
自
衛
隊
木
更
津
駐

屯
地 

木
更
津
市
吾
妻

地
先 

令
和
三
年
九
月
十
八
日

は
十
九
日

 

 

千
葉
市
稲

毛
区
穴
川
一
丁
目
五
番

二
一
号 

四
年
三
月
又
は
四

 

令
和
三
年
九
月
九ま

で 

令
和
三
年
九
月
二
十
日

 
 

千
葉
市
稲

毛
区
穴
川
一
丁
目
五
番

二
一
号 

二 

応
募
資
格 

 

１ 

自
衛
官
候
補
生 

募 

集 

種 

目 

応 
 

 

募 
 

 

資 
 

 

格 

月
又
は

 

 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳

未
満
の
者

日
本
国
籍
を
有

に
定
め

る
欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
も
の 

 

２ 

び
二
等
空
士
と
し
て
採
用
す
る
自
衛
官 

募 

集 

種 

目 

応 
 

 

募 
 

 

資 
 

 

格 

三
月
又
は

 

 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳

未
満
の
者

日
本
国
籍
を
有

自
衛
隊
法
第
三
十

八
条
第
一
項
に
定
め
る
欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
も
の 

又
は

 

 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

 

一 

令
和
四
年
四
月
一
日
現
在

海
上
自
衛
隊
に

十
八
歳
以
上
二
十
三
歳
未
満
の

 
 

 

 
 

 
 

 

隊

十
八
歳
以
上
二
十
一
歳
未
満
の
者

次

の
い
ず
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